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 第１回宇都宮市まちづくり交付金評価委員会議事録  

 
 
 

日時：平成２１年１１月９日 (月 )  
午後１時３０分から午後４時３０分  

場所：表参道スクエア６階  多目的ホール  
                                                                      

  
    

                出席委員出席委員出席委員出席委員     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席欠席欠席欠席 委員委員委員委員     

    

出席幹事出席幹事出席幹事出席幹事     

    

    

事務局事務局事務局事務局  

委員（学識経験者）  

 

山島哲夫委員，三橋伸夫委員，野澤省一委員，  

和田佐英子委員，塩野谷ふじ子委員   

 

臨時委員（地区代表）  

 

入江操委員（宇都宮オリオン通り商店街振興組合理事長）  

渡辺政行委員（宇都宮市商工会議所常務理事）  

 

（７名）  
 
なし  

 
栗田健一幹事，吉澤信二幹事，田辺義博幹事  

（３名）  

 

山中昌幸書記，松本朝行書記，神山浩幸書記，石澤裕一書記，  

島田一書記  

（５名）  

 

＜＜＜＜委 嘱 状 交 付委 嘱 状 交 付委 嘱 状 交 付委 嘱 状 交 付 ＞＞＞＞    

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局     

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 
＜＜＜＜１１１１．．．．開開開開     会会会会 ＞＞＞＞    

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局     

    

  

お忙しい中ご出席いただきまして，誠にありがとうございます。 

はじめに，会 議の公 開についてで すが， 本市におきま しては ，

その会議状況を 市民 に明らかにし， 公正 かつ透明な市政 の推 進を

図るとしている こと から，本委員会 は， 資料１の８ペー ジに ござ

います，「附属機関等の会議の公開に関する要領」により原則公開

となります。なお，本日の傍聴者は１名でございます。  

本日は，第１ 回目の 宇都宮市まち づくり 交付金評価委 員会で す

のではじめに委 嘱状 の交付を行いま す。 本来であれば， 市長 が各

委員様へ委嘱状 をお 渡しすることに なり ますが，所要で 出席 でき

ませんので，都 市開 発部長栗田より 委嘱 状の交付をさせ てい ただ

きます。なお， 只今 から，栗田部長 が各 委員の席まで移 動し ，委

嘱状を交付いた しま すので，その際 には ，恐縮でござい ます がご

起立いただき，お受け取りください。  
 
 

只 今 か ら ，「 平 成 ２ １ 年 度 第 １ 回 宇 都 宮 市 ま ち づ く り 交 付 金 評

価委員会」を開 会い たします。それ では ，開会にあたり ，都 市開
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＜＜＜＜２２２２．．．．挨挨挨挨     拶拶拶拶 ＞＞＞＞    

栗 田栗 田栗 田栗 田 幹 事幹 事幹 事幹 事     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局     

    

＜＜＜＜資 料 確 認資 料 確 認資 料 確 認資 料 確 認 ＞＞＞＞    

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局     

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜３３３３．．．．出 席 者 紹 介出 席 者 紹 介出 席 者 紹 介出 席 者 紹 介 ＞＞＞＞    

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発部長より，ごあいさつ申し上げます。  
 

皆さんこんにちは。都市開発部長の栗田でございます。  

本日はお忙し い中， お集まりを頂 きまし てありがとう ござい ま

す。また，委員 の皆 様には，まちづ くり 交付金評価委員 をお 引き

受け頂き，大変ありがとうございます。  

まちづくり交 付金に つきましては ，宇都 宮市において ，これ ま

で１２地区にお いて 交付を受け事業 を実 施し，その内， ４地 区で

事業が完了し， 事後 評価を行ってま いり ました。今回は ５地 区目

の宇都宮中央地 区と いうことで，中 心市 街地においてま ちづ くり

交付金を活用し事業を進めてきたところでございます。  

この地区は， まちづ くり交付金の 導入か ら５年が経っ たとい う

ことで，その事 後評 価をこれから委 員の 皆様に審議して 頂く とい

うことになりま すが ，本日は，まず 現地 をよく見ていた だく とい

うことで，まず は， まちづくり交付 金制 度とはどのよう なも のな

のか，また，対 象に なっている地区 では ，どういった事 業が 行わ

れてきたか，ス ライ ド等を用意しま した ので，それを見 て頂 いた

後に現地視察をお願いできればと思います。  

なお，事後評 価につ きましては１ １月２ ０日に，ご意 見，ご 助

言等を賜ればと考えております。どうぞよろしくお願いします。  

 

ありがとうございました。  
 
 
次に，本日の会議資料について確認させていただきます。  

第１回宇都宮市まちづくり交付金評価委員会次第  

資料１  まちづくり交付金制度の概要について  

資料２  宇都宮中央地区の概要について  

資料３  宇都宮中央地区  現地案内図  となります。  

以上不足しているものがありましたら，お知らせください。  

よろしいでしょうか。  

 

それでは，こ こで改 めまして，委 員の皆 様のご紹介と ，幹事 ・

事務局職員の紹 介を させていただき ます 。お手元の宇都 宮市 まち

づくり交付金評価委員会名簿をご覧下さい。  

はじめに，委 員の皆 様をご紹介い たしま すので，恐れ 入りま す

が，ご起立をお願いいたします。  

学識経験者のお立場でご出席いただいております。  

山島  哲夫  委員です。  

同じく，三橋  伸夫  委員です。  

同じく，野澤  省一  委員です。  

同じく， 和 田  佐 英 子  委員です。  

同じく，塩野谷  ふじ子  委員です。  

次に，今回，事後評価を行う宇都宮中央地区を代表して  

ご出席いただいた委員です。  

入江  操  委員です。  

同じく，渡辺  政行  委員です。  

委員の皆様方 には， 今後何かとお 世話に なりますが， よろし く

お願い申し上げます。  
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＜＜＜＜ 各各各各 幹 事幹 事幹 事幹 事 ，，，， 事 務事 務事 務事 務

局 職 員 紹 介局 職 員 紹 介局 職 員 紹 介局 職 員 紹 介 ＞＞＞＞    

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

＜＜＜＜ ４４４４ ．．．． ま ち づ く りま ち づ く りま ち づ く りま ち づ く り 交 付交 付交 付交 付

金 制 度 及金 制 度 及金 制 度 及金 制 度 及 びびびび 委 員 会委 員 会委 員 会委 員 会

概 要概 要概 要概 要 等等等等 ＞＞＞＞    

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局     

        

吉 澤吉 澤吉 澤吉 澤 幹 事幹 事幹 事幹 事     

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

続きまして，幹事及び事務局職員を紹介いたします。  

幹事の紹介をいたします。  

都市開発部長  の  栗田  健一  です。  

市街地整備課長  の  吉澤  信二  です。  

地域政策室長   の  田辺  義博  です。  
 
続きまして，事務局職員（書記）の紹介をいたします。  

企画グループ係長  の  松本  朝行  です。  

管理グループ係長  の  神山  浩幸  です。  

企画グループ総括主査  の  石澤  裕一  です。  

管理グループ総括主査  の  島田   一  です。  

最後に私，市街地整備課課長補佐  の  山中  昌幸  です。  

よろしくお願いします。  
 
 

 

続きまして， ここで まちづくり交 付金制 度の概要，宇 都宮市 ま

ちづくり交付金 評価 委員会の組織等 につ いて確認の説明 をさ せて

いただきます。  
 
市街地整備課長の吉澤でございます。  

まちづくり交付金制度の概要につきまして，ご説明いたします。 

この資料は国 土交通 省のまちづく り推進 課において公 表して い

る資料に基づいて作成したものであります。  

まちづくり交 付金に つきましては ，全国 の都市再生を 効率的 に

推進することに より ，地域住民と地 域経 済の活性化を図 るこ とを

目的として，平成１６年度に創設された制度でございます。  

まず，はじめに，「まちづくり交付金の特徴」につきましてご説

明いたします。 まち づくり交付金に は代 表的な特徴が３ つご ざい

ます。  

１つ目としま して， 市の自主性， 裁量性 の大幅な向上 でござ い

ます。これは， まち づくりに必要な 事業 が一体的に実施 可能 であ

ることや，これ らの 事業にいくら交 付金 を充当するか， 市が 自由

に決められることでございます。  

２つ目としま して， 交付金の手続 きが従 来の国庫補助 に比べ 簡

素化されたことでございます。  

３つ目としま しては ，事前に設定 した目 標・指標の達 成状況 等

に関する事後評価を重視していることでございます。  

まちづくり交付金は，平成２１年４月現在で，全国１ ,２７６地

区で活用されており，平成２１年度予算は２ ,３３２億円となって

ございます。  

次に，「まちづくり交付金の事業について」でございますが，事

業には，基幹事 業と 提案事業がござ いま す。基幹事業は ，道 路，

公園，土地区画 整理 事業等の公共事 業で ，提案事業とは ，従 来の

補助事業の補助 要件 を満たさない， 例え ば「コミュニテ ィバ スの

社会実験等，市の提案に基づく事業でございます。  

続きまして，「個性あふれるまちづくりの推進について」でござ

いますが，掲載 され ておりますとお り， 様々なまちづく りの 事例

がございます。 まち づくり交付金は ，市 が目標や指標に つい て自
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由に設定し，目 標達 成のために，道 路， 公園，土地区画 整理 事業

などの公共事業 に加 え，地域振興や 安全 ・安心に係る事 業な ど，

一体的に各種事 業を 実施することが 可能 であることから ，各 地区

の個性あふれるまちづくりが推進できる制度でございます。   

続きまして，「まちづくり交付金の流れ」につきましては，PDCA

の一連のサイクルを導入しています。  

まず，まちづくり交付金を導入する際の仕組みとして，事前に，

都市再生整備計 画を 作成することに なっ てございます。 こち らに

つきましては， まち づくりの目標で すと か，その目標を 実現 する

ための事業等を 記載 しまして，都市 再生 整備計画を国に 提出 し，

審査を受け，承 認さ れますと，交付 金が 交付されます。 市は この

計画に基づき，事業を実施します。  

また，事業期 間中に ，まちづくり 目標の 一部変更や追 加，あ る

いは，数値指標を修正する場合は，モニタリングを実施します。  

そして，交付 終了年 度に，市にお いて目 標の達成状況 等に関 す

る事後評価を実 施し ，その結果等に つい て公表します。 通常 の補

助事業においては，このような仕組みは導入されておりませんが，

まちづくり交付 金の 制度では，事後 評価 を行う仕組みと なっ てお

り，交付された 国費 が有効に使われ てい るか，あるいは まち づく

りに生かされて いる か等を，検証す るこ とが義務付けら れて おり

ます。   

最後に，市は 必要な 改善策を実施 します 。事後評価結 果を踏 ま

え，新たに浮き 彫り になった課題へ の対 応策を検討し， 今後 のま

ちづくりに活かしていきます。  

続 き ま し て ，「 ま ち づ く り 交 付 金 制 度 に お け る 事 後 評 価 に つ い

て」でございますが， 目的としましてまちづくり交付金がもたら

した成果を客観 的に 検証し，今後の まち づくりの方策を 検討 する

ことや，事業成 果を 住民に分かりや すく 説明することを 目的 とし

ております。   

事後評価の実施時期でございますが，まず，「方法書の作成・国

への提出」とい うこ とで，４月から ５月 頃に事後評価を どの よう

な作業で進めて いく かを明らかにす る事 後評価方法書を 作成 し，

国への提出を行います。  

次に「評価の 実施」 でございます が，実 施過程の評価 を検証 し

ます。そして， 成功 した要因や失敗 した 要因等について 検証 を行

い，最終的に今後のまちづくり方策を取りまとめていきます。  

一連の事後評価の作業が終わりますと，１０月頃，「事後評価原

案の公表」を行 い， 住民などから寄 せら れた意見を評価 結果 に反

映させます。  

そして，今回 の「ま ちづくり評価 委員会 による審議」 という こ

とで，事後評価 の内 容について妥当 性が あるかどうかを チェ ック

していただくと いう ことと，今後の まち づくりに対する ご意 見等

をいただき，意見反映の手続きを行います。  

その後，時期 的には 年末になりま すが， 最終的に評価 の結果 を

取りまとめ，国に提出いたしまして，国の確認，助言等を踏まえ，

必要な修正を加えて，最終的な公表は来年３月になります。  

最後に「フォ ローア ップの実施に ついて 」でございま すが， こ

ちらにつきまし ては 最終年度に事後 評価 を行うというこ とで ，達

成状況が見込み 値を 使わざるを得な い状 況がございます 。こ うい

ったケースにつ きま しては，翌年度 以降 改めて評価を確 定さ せ，

再度，報告，公表を行うものでございます。  
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＜＜＜＜定 足 数 報 告定 足 数 報 告定 足 数 報 告定 足 数 報 告 ＞＞＞＞ 

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局     

    

    

 

 

    

＜＜＜＜５５５５．．．．議議議議     事事事事 ＞＞＞＞    

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局     

 

 

 

    

＜＜＜＜仮 議 長 選 出仮 議 長 選 出仮 議 長 選 出仮 議 長 選 出 ＞＞＞＞    

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局     

 

 

 

 

 

各 委 員各 委 員各 委 員各 委 員     

 

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局     

 

 

 

野 澤 仮 議 長野 澤 仮 議 長野 澤 仮 議 長野 澤 仮 議 長     

続きまして， 宇都宮 市におけるま ちづく り交付金活用 地区の ご

説明をいたします。  

宇都宮市では ，活用 地区１２地区 ござい ますが，この うち， １

から４の「宇都宮東 地区」，「下平地区」，「宇都宮山王地区」，「鶴

田地区」につき まし ては，まちづく り交 付金の完了地区 で， 昨年

までにこの４地区が事後評価を行ってございます。  

そして，５の 「宇都 宮中央地区」 が，本 日と今月２０ 日に事 後

評価のご審議をいただく地区でございます。  

続きまして，「まちづくり交付金評価委員会の目的及び審議する

内容について」 でご ざいますが，こ の委 員会の目的とい たし まし

て，事後評価等 が適 切に実施された こと を，中立，公正 な立 場で

審議いただくも ので ございます。審 議の 内容につきまし ては ，大

きく２つござい まし て，１つは事後 評価 の手続き等に関 わる 審議

ということで， 事後 評価の手続き， ある いは都市再生整 備計 画の

目標の達成状況 の確 認，事後評価結 果等 につきまして， 妥当 性を

ご審議いただく とい うことでござい ます 。不適切な点， 改正 すべ

き点等がある場 合に は，意見を具申 する ことができると なっ てお

ります。もう１ つの 点でございます が， 今後のまちづく り方 策等

に関わる審議と いう ことで，今後の まち づくり方策の内 容に つい

て妥当性を審議 して いただいて，不 適切 な点，追加する 点が ある

場合には，ご意見をいただくということでございます。  

説明は以上でございます。  
 
 
ここで，議事 に入り ます前に，事 務局よ り本会の成立 につい て

ご報告いたします。  

本日の会議でございますが，現在出席委員は７名でございます。

これは，当委員 会設 置要綱第８条に ござ います『委員会 は委 員の

過半数の出席を もっ て開催する』旨 を満 たしております ので ，会

議の成立をご報告いたします。  
 

それでは議事に入らせていただきます。  

本日の会議で ござい ますが，当委 員会設 置要綱第８条 により ，

会議は委員長が 議長 となること，ま た， 委員長の選出に あた りま

しては，同設置 要綱 第７条により， 委員 の互選によるこ とと なっ

ております。  

 

本日は，委員 委嘱後 ，最初の委員 会でご ざいますので ，まだ 議

長の職務を行う 方が いらっしゃいま せん 。つきましては ，議 長が

決定するまでの 間， 仮議長を選出し ，議 事を進行してま いり たい

と存じます。仮議長の選出について，誠に僭越ではございますが，

事務局に一任いただいてよろしいでしょうか。  
 
異議なし。  
 
ありがとうございます。  

それでは，本 日出席 の委員の中か ら，野 澤委員に仮議 長をお 願

いしたいと存じます。野澤委員よろしくお願いいたします。  
 
只今，事務局 より仮 議長に指名さ れまし た野澤です。 議長を 努

める委員長が選 任さ れるまでの間， 皆様 のご協力をいた だき なが
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＜＜＜＜審審審審     議議議議 ＞＞＞＞ 

山 島 委 員 長山 島 委 員 長山 島 委 員 長山 島 委 員 長  

    

    

    

    

ら議事をスムー ズに 進めていきたい と考 えておりますの で， よろ

しくお願いいたします。  
 

 

それでは，委 員長及 び職務代理者 の選出 でございます が，先 ほ

ど事務局からの 説明 がありましたと おり ，委員の互選に よる との

ことでございます。  

委員の皆様，ご意見ございますか。  

ご意見がない ようで すが，私の意 見とし ては，これま でも宇 都

宮市をはじめと する 多くの都市にお いて まちづくりに携 わり ，都

市計画や建築関 係の 分野で幅広く活 躍さ れ，経験豊富で ある 山島

委員を推薦したいと思いますが，いかがでしょうか。  

他にご意見ご ざいま すか。他にご 意見が ないようです ので， お

諮りいたします。  

当委員会の委 員長と して山島委員 を選出 することにつ いて， ご

異議ございませんか。  

 

異議なし。  
 
ご異議が無い ようで すので，山島 委員を 委員長に選出 するこ と

に決定いたします。  

なお、職務代理者につきましては、当委員会設置要綱第７条に

委員の中から委員長があらかじめ指名する旨，定められておりま

すので、山島委員長にお任せいたします。  

それでは，議 長を委 員長に交替い たしま す。ご協力あ りがと う

ございました。山島委員長お願いいたします。  
 

委員 長に 推 薦い ただ きま した 山 島で ござ いま す。 よ ろし くお 願

いします。  

この 委員 会 では ，宇 都宮 の中 心 市街 地の まち づく り につ いて 評

価を 行う もの であ り ，今 ，市 がま ちの 活 性化 へ取 り組 んで い る中

で， 中心 市街 地の 活 性化 は非 常に 大切 な こと であ り， 委員 の 皆様

方の ご協 力の もと に 評価 をし てい ただ き まし て， 今後 のま ち づく

りに活かしていければと考えております。よろしくお願いします。 
 
野澤委員から 説明が ありました， 職務代 理者の選出で ござい ま

すが，昨年のま ちづ くり交付金評価 委員 会で職務代理者 を経 験さ

れた三橋委員に 職務 代理者をお願い した いと思います。 三橋 委員

よろしくお願いいたします。  
 
 

まず，議事に 入る前 に，当委員会 運営要 領第３条に基 づく， 本

日の会議の議事 録署 名委員を，三橋 委員 と和田委員にお 願い いた

します。  
 
それでは，審議に入ります。  

本日の 議題と いた し まして ，平成 ２１ 年 度にま ちづく り交 付 金

が終了する宇都 宮中 央地区における 事後 評価原案１件に つい て，

市長から平成２１年１１月４日付けで諮問を受けております。  

まず，議事に 先立ち まして，会議 の公開 ，非公開につ いて確 認
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いたします。  

本日の案件につきましては，会議は公開とさせていただきます。

よろしいでしょうか。  

 
異議なし  
 
 
それでは，引き続き会議を公開とさせていただきます。  

今回，事後評 価を行 う宇都宮中央 地区の 計画概要等に ついて 事

務局より説明を いた だき，その後， ご質 問，ご意見をい ただ きた

いと思います。その後，現地視察についてもお願いいたします。  

それでは，事務局より説明をお願いします。  

  

事務局の地域政策室の田辺でございます。  

スライドを読みながら，資料２にそってスライドもあわせご説

明いたします。また，その後，現地も確認いただきたいと思いま

すので，よろしくお願いいたします。それでは着座のまま，ご説

明させていただきます。  

はじめに宇都宮中央地区の概要についてでございますが，本地

区は古くから二荒山神社の門前町，宇都宮城の城下町として栄え，

長い歴史の中で伝統や文化を育むとともに，近年におきましては，

商業や業務，居住などの都市機能が集積するなど，栃木県の政治・

経済・文化の中心として発展してまいりました。  

 しかしながら，大規模集客施設の郊外移転や人口の郊外部への

転出などによって，都市機能が拡散し，県都宇都宮の顔である中

心市街地の衰退が進んでおります。  

このため，平成１１年に中心市街地活性化基本計画，平成１４

年に戦略プロジャクトを示した都心部グランドデザインを策定し

まして，中心市街地活性化に取り組んできたところであります。

その中で，平成１７年にはまちづくり交付金の採択を受けまして，

更なる事業の推進を図ってきたところであります。  

次に，計画の概要についてでありますが，地区名は宇都宮中央

地区，面積２５４ヘクタール，交付期間は，平成１７年度から平

成２１年度の５ヵ年間であります。交付対象事業費ですが，４８

億円，国費率は４０％を交付いただいております。区域といたし

まして，馬場通り１丁目から４丁目，中央本町の全部，その他で

あります。  

計画区域につきましては，二荒山神社を中心とした中心部，東

におきましては宮の橋からで，西においては材木町通り，そして，

北側には県庁，八幡山公園，競輪場通りまでを含んだ区域でござ

います。南におきましては市役所，また ,宇都宮城址公園を含んだ

区域の２５４ヘクタールとなっております。  

 次に，まちづくりの目標の設定でございますが，大目標といた

しまして，「中核都市・宇都宮にふさわしい賑わいと，高次な都市

機能を備えた多様性のあるまち」としております。  

小目標といたしましては，「産業が活発に交流し，活気ある都心

づくり」，２つ目として，「宇都宮らしい個性と景観のある顔を持

った都心づくり」，３つ目として，「市民が豊かに生活し，交流し

合う賑わいのある都心づくり」，そして，「高度な都市活動を支え

る都心づくり」と設定しているところであります。  

その目標に基づいて様々な事業を展開しておりますが，これら
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の事業につきまして順次，この後，説明してまいりたいと思いま

す。  

先ず，都心部道路景観整備事業であります。  

道路の基幹事業として地区内を楽しく快適に自由に，そして安

全・安心に回遊できる歩行空間を持った道路整備を行ったもので

あります。  

左側の市道６号線，みはし通りでありますが，舗装工事や道路

照明など高質な整備を行いました。右側は市道５号線，これは本

丸西通り，丁度城址公園の西側の通りになりますが，こちらも電

線地中化や舗装の高質化を行っております。  

続きまして，自転車走行環境の創出，道路事業になりますが，

事業の目的といたしましては，中心市街地における回遊性の向上

を図るため，手軽な交通手段である自転車の走行空間の整備を行

い，自転車の活用促進を図ろうというものでございます。  

事業の内容といたしましては，自転車走行帯をカラー舗装する

ものであります。事業路線は左の市道 886 号線と市道 1137 号線，

主に中心部の東西を抜かれる道路でございます。  

続きまして，同じ道路でございますが交差点部分の段差解消事

業であります。こちらは高齢者や障がい者の方も含め，誰もが自

由に安全・安心に移動，回遊できるようにするため，歩道のバリ

アフリー化を図ったものであります。交差点の歩道の段差解消や

点字ブロックの設置などを行いました。  

続きまして，宇都宮城址公園関連です。公園事業，地域生活基

盤施設，高質空間形成施設，地域創造支援事業ということで４タ

イプの事業が導入されております。  

公園につきましては，大型のバス駐車場を設置し，団体客の利

便性を高めるとともに防災拠点としての大型バス駐車場なども整

備したところであります。大型バス４台分の駐車場が用意されて

おります。  

続きまして，地域生活基盤施設につきましては，案内板を平成

通り，また南大通りに城址公園を案内する案内板の掲示を行って

ございます。  

また，高質空間形成施設でありますが，こちらは城址公園西側

の緑道部分の整備を行ってございます。緑道におきまして，潤い

や景観形成など高質空間を整備したところでございます。  

最後に地域創造支援事業ですが，櫓の整備，土塀の整備という

ことで，歴史的建造物で正に文化と歴史，市民の誇りとなるよう

なモニュメントを整備したものでございます。  

続きまして，八幡山公園の整備でありますが，これは公園内に

競輪場がございますが，競輪場の整備と合わせまして，競輪場と

一体利用による更なる利活用を促進するため，広場の空間などを

整備したものでございます。特に，多目的広場を設置するため，

現在工事中でございますが，よう壁工事を行ったものであります。 

続きましてオリオン市民広場，地域生活基盤施設であります。

こちらにつきましては，新たな人の流れを創出し，都心部の回  

遊性向上を図る ため ，更には商店街 の魅 力向上を図り， まち の更

なる賑わいにつ なげ るために，各種 団体 ・個人が気軽に 参加 でき

る市民活用型の 広場 として多目的な 広場 を整備したもの であ りま

す。また，街角 の案 内や受付スペー ス， トイレなどの整 備を する

ことで市民活動 や交 流の促進を図る ため にオリオンステ ーシ ョン

を設置しております。  
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事業内容は屋根付きの屋外ステージや観光交流施設としてのオ

リオンステーション，こちらはトイレもあわせて整備したもので

あります。  

続きまして，公共サインの整備ということで，地域生活基盤施

設との位置付けであります。  

事業目的は都心部において，歩いて楽しいまちづくりを目指す

という観点から，来訪者や市民の回遊性を高めるために，分かり

やすく，親しみやすいサインの設置を行いました。  

特に，宇都宮の地場の特徴であります大谷石を活用したサイン

を設置しております。地図サインタイプを６基，屋羽のサインを

８基，合計１４基を設置してございます。  

続きまして，バンバ市民広場カスケードであります。  

こちらにつきましては，再開発で整備しましたこの建物の丁度

西側にあたりますが，この広場に都市に憩いと潤いを与える水景

観施設を整備することにより，神社の歴史的空間と近代的な都市

空間との融合を図り，市民が憩い，集える空間を創出したもので

ございます。  

続きまして，宇都宮市民プラザでありますが，事業の括りは高

次都市施設，また，地域創造支援事業ということで，再開発事業

で整備した宇都宮表参道スクエアの中に，中心市街地における公

共交通の利便性向上や人・モノ・情報といった各種機能の集積を

図るため，新たな市民サービスや交流機能の充実を図ったもので

あります。  

このビルの５階，６階をその用地といたしまして，５階につき

ましては消費生活センターやバンバ出張所，また，市民ギャラリ

ー，国際交流プラザなどを整備いたしました。また，妖精ミュー

ジアムなども常設展示場として設置しております。  

６階につきましては，このフロアですが，ファミリーサポート

センターやゆうあい広場という遊びの広場，一時預かり保育など

の施設を整備してございます。またこの会議室である，多目的ホ

ールもこの事業でございます。  

続きまして，簗瀬地域のコミュニティセンターでありますが，

こちらにつきましては高次都市施設ということで，地域の住民が

幅広く参加し，誰もが自由に利用できる，また主体的に地域のま

ちづくりに参加できる施設として，交流拠点として整備したもの

でございます。鉄骨２階建てで，会議室や多目的ホールなどを整

備してございます。  

続きまして，ソフト事業，提案事業になりますが，地域創造支

援事業ということで，新規開業支援・育成を行ってございます。   

その一つとして，チャレンジショップ支援事業でありますが，

平成１７年，１８年にこの事業の該当になってございます。こち

らは新規開業の支援・育成を図るため，新規開業のための模擬出

店者を支援し，将来の本格開業につなげるという事業でございま

す。また，新規開業等の相談事業もあわせて行ったところでござ

います。  

続きまして，地域創造支援事業といたしまして，中心商店街の

活性化事業として，いくつか取り組んでおります。  

一つは中心商業地出店等促進事業でありますが，こちらは空き

店舗に出店する場合に，内装費や家賃などの補助制度を設けたも

ので，その財源に交付金を活用しております。  

また，魅力ある商店街等支援事業につきましては，イルミネー
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ション事業などのソフト事業に対しての一部支援をしたものでご

ざいます。  

また，広場活用活性化事業につきましては，特にオリオン広場

やバンバ広場などで行いますイベント等に対する支援を行いまし

た。写真につきましては大道芸フェスティバルを開催した時の模

様でございます。  

続きまして，地域創造支援事業の中ですが，レンタサイクル事

業に取り組みました。  

こちらにつきましては，自転車の利用を促進するということで，

特に放置自転車の解消や中心市街地の回遊性の向上を目的といた

しまして，レンタサイクル事業の本格実施に向けた，試行実験を

行ったものであります。  

事業内容といたしましては，貸し出し場所を４箇所，JR 宇都宮

駅の東西の駐輪場及び東武宇都宮駅の東，中央小北側の駐輪場で

貸し出しを行っております。車両の台数といたしましては１１０

台を用意いたしまして事業に取り組んだところでございます。  

最後に，その他の地域創造支援事業といたしまして，若年夫婦

世帯家賃補助がございます。  

これは若年層の中心市街地への定住を促進し，活力あるまちづ

くりを進めるため，他の地域から中心市街地の区域内に転居・転

入し，民間賃貸住宅に入居する若年夫婦に対し，一部家賃を補助

したものでございます。  

また，景観資源調査でありますが，こちらは県都の玄関口であ

る大通り地区におきまして，景観形成を推進していく中で，景観

づくりの方針，大通り景観形成ガイドラインや景観づくりの推進

協議会などを設立して進めるにあたり，実施したものでございま

す。  

事業の説明につきましては，概ね以上のとおりでございます。

これらの事業を最初の目的，大目標に合わせて推進することで，

少しでも都心部の活性化，また賑わい拠点づくりに資する事業と

して行ったものでございます。  

後ほど現地の方も，資料３にありますようなルートでご案内さ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。  

説明は以上でございます。  

 

事務局からの 説明が 終わりました 。評価 の議論は後日 でよろ し

いですか。  
 

はい。今日は 事業内 容や現地を見 ていた だきまして， ２０日 の

日に事業評価の内容をお願いできたらと思っています。  

 

今までいろい ろな事 業の説明があ りまし たが，非常に たくさ ん

の事業があり， もう 少し具体的に聞 かな いとわからない と思 いま

すがいかがでしょうか。はい ､どうぞ。  
 

自転車走行の 市道に 番号がふって ありま すよね。それ が私の 勉

強不足で申し訳 ない のですが，もう 少し 具体的に位置の 説明 をし

ていただければイメージがわくのですが。  

 
大通りから一 本南側 ，駅の駐輪場 から， 西へ走りまし て押切 橋
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までいって，お しど り塚公園の南側 を通 ります。そして 藤原 線，

田 原 街 道 ま で の 区 間 の 東 西 の 道 路 が 市 道 １ １ ３ ７ 号 線 で あ り ま

す。あと北側， ちょ うど共和大学の 北側 の通りになりま すが ，そ

れを東西に連絡 する 道路でありまし て， 表参道スクエア まで が市

道８８７号線になります。  
 

委員長からも お話が あったのです が，今 から，現地を 見るこ と

になりますが， どの ようなポイント で見 たらよいか，ど のよ うな

評価を行ってい くの を聞いたうえで 現地 を見た方がよい と思 いま

す。  
 

議題としたら 後にな っていますが ，まち づくりの目標 に大目 標

があって，小目 標が あって，こうい った 観点から評価を して いく

ことになってい ます 。多様な事業が あっ て，それぞれ意 味の ある

事業をやってい るの で，たとえば段 差を 解消する，それ だけ でも

意味がある。し かし ，それが大目標 につ ながるのかとい うと ，直

にはつながらな い。 本日はどこまで どう 議論していくよ うに なり

ますか。  
 

確かにこの中 心市街 地の徹底した 目標と 事業の効果と は，常 に

１対１に対応し ない 内容ですので， これ は説明にもあり まし たよ

うに方法書の中 で目 標シートで設定 いた しまして，結果 的に 達成

したかどうかが ，今 後の評価のポイ ント になると思いま す。 その

設定した目標を 定量 化する指標につ きま しては，まず事 業所 数，

従業者数，通行 量， 居住人口，居住 志向 の住民の割合を 評価 項目

を方法書の中で 設定 して，これが直 接事 業の効果として 発現 でき

るかどうかはト ータ ル的にその固定 指標 で判断していた だけ れば

と思います。  

特に先ほどあ りまし た段差解消と か，道 路の整備とい うのは そ

れはそれぞれで 安全 性や回遊性の目 的で ，事業目的は個 別に あり

ますが，中心部 で快 適性を高めたこ とで ，設定した指標 で評 価し

ていただきたいと考えています。  

 

例えば段差を 解消し て，そこで転 ばなく なる人が減っ たり通 り

やすくなっても ，ま た，自転車も安 全に なったり，道路 がき れい

になっても，指 標で は評価されない 。固 定指標だけで評 価し てし

まうと非常に難 しい 。この制度では 仕方 ないが，次回議 論し てい

きましょう。  
 

資料２の整備 計画の 中で，事業一 覧表が ありますが， 都心部 道

路景観整備で， 官民 負担区分につい て， 民負担の補足説 明を いた

だきたい，また ，事 業費全体で，多 目的 広場，地域交流 セン ター

の建物，工事費などの事業費について説明いただきたい。  
 

都心部道路景 観整備 の民負担につ きまし ては，電線類 地中化 事

業のＮＴＴ負担，東京電力等の負担です。  

また，地域生 活基盤 施設である多 目的広 場につきまし ては， 平

成１８年度，１ ９年 度の事業になり ます が，事業費全体 で約 １１

億４千５百万円 であ りまして，これ につ きましては，オ リオ ンス

クエアの用地取 得費 として，約９億 ２千 万円，施設整備 費が 約２

億１千万円となっております。  
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次に，高次都 市施設 である地域交 流セン ターの事業費 は約１ ５

億４千８百万円 で， この表参道スク エア の５階，６階の 再開 発事

業における保留 床の 取得費となって おり ，提案事業であ る地 域創

造支援事業であ る市 民生活サポート セン ターの事業費は ４億 ７千

８百万円であり ます 。これらの事業 は地 区全体事業費約 ４８ 億円

において事業費の割合が大きい事業であります。  
 

次の会議まで 用意し ていただきた いもの がありまして ，この 評

価は国へ提出し てい くことになると 思い ますが，これま でに 宇都

宮市がまちづく り交 付金の評価を提 出し てきた地区と平 成２ ２年

度の宇都宮駅周 辺地 区と，この中央 地区 とは性格が違う と思 いま

すし，市の総合計画として，非常に重点をおいている地区，かつ，

交付金を入れた から といって，特に その 地域の中で完結 する もの

ではなくて，非 常に 外部性が大きい もの もあり，要する に影 響が

大きいもの，大 目標 や小目標を達成 させ るには，いただ いた 交付

金の額は非常に 小さ い額である。影 響度 が少なくて，結 果と して

交付された額に 対し て，あまり成果 が上 がっていないけ れど も，

これからも中心 市市 街地の活性化事 業を 積み上げていく わけ で，

一つの事業だけ で評 価して，他の地 区に 比べて成果が出 ない よう

な書き方はしないほうがよいのではないか。  

この交付期間 の中， 社会経済状況 は大き く変化してき ていて ，

減少に歯止めが かか ったということ だけ を記載すると憶 測と なっ

てしまうので，例えば，経済状況がどのように変化してきたとか，

この地区は総合 計画 の中で，都市拠 点と して整備を行っ てき てい

る，要するに， 従来 のまちづくりや 地域 づくりとは違う 形の 都市

づ く り を こ れ か ら 行 っ て い く と い う 一 つ の 指 標 で あ る と 思 う の

で，そのような記載がよいと思う。  

個別の事業だ けで指 標を行ってい くと， 東京など大都 市圏の 同

じような都市の 中心 市街地で行う事 業で は，すぐ人が集 まっ たと

か高い評価が出 ると 思うが，宇都宮 市で 行うと人が集ま らな い結

果となってしま い， まちづくり交付 金を 入れても何の反 応も ない

のではないかと ，た だそれだけで事 業仕 分けしてしまう と無 駄だ

となってしまう 。宇 都宮市は，政策 的に いかに意味を持 って いる

のか，この事業 を行 う必要はあるか ，わ かるような形に して いか

なければならないと思う。  

 

交付金を４８ 億円入 れれば活性化 するの だとしたら， 日本中 ど

この中心市街地 も活 性化してしまう 。た だ，役に立って いる 事業

であるのならば，そのことを記載していったほうがよいと思う。  
 

ハード面はま ちづく り交付金によ り整備 が進んでいる が，活 性

化するためには ハー ド面の整備のほ かに ，ソフト面も併 せた 事業

を進めていかな けれ ば効果は出てこ ない と思う。このよ うな ソフ

ト面を併せて事 業を 行ったなど，組 み合 わせにより，こ のよ うに

なったという事 例が ありましたら次 回で 結構ですので示 して いた

だきたい。  
 

若年夫婦世帯 家賃補 償の１億４千 万円弱 が，何世帯に 対して の

補助額であるの か評 価の中に書き込 めな いものか。数値 化し て出

ていると思うが ，た だ単に定住人口 とし て数値を丸めて しま うの

か。例えば，中 心市 街地に居住する よう になった世帯で 保育 園，
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幼稚園，小・中 ・高 校生の年齢層に つい て，試算的なこ とに なる

が，目に見える指標となりうるのではないか。  

 

平 成 １ ７ 年 度 か ら ２ ０ 年 度 ま で に ２ １ ９ 世 帯 に 補 助 し て い ま

す。この間，地 区外 に出た世帯があ りま すので，平成２ ０年 度末

の時点で１７９ 世帯 になります。地 区外 からの流入人口 とし て確

実に評価できま すが ，大目標として ，全 体事業としては この 評価

の方法書では全 体の 居住人口の増減 を評 価とさせていた だき まし

た。同じように ，道 路事業で整備延 長と か具体的な数量 とし ては

ありますが，事 業全 体として捉えた 指標 とし，目標とさ せて いた

だきました。  

また，先ほど 和田委 員からありま した， 長期的な中で の今の 捉

え方につきまし ては ，これまでも中 心市 街地活性化事業 を進 めて

おりますので， その 一部の期間で， 下が っている状態に ブレ ーキ

をかけた中で， 今後 ，次のまちづく りの 方針づくりにど う活 かし

ていくかを現在考えております。  
 

１７９世帯は 地区が 非常に大きい ため少 なく感じるが ，地区 が

小さければ大きな割合である。  
 
ご意見・ご質問も出尽くしたようです。  
 

 

本日はこれか ら，た だいま説明の あった 中央地区の現 地見学 が

予定されており ます が，現地見学後 にま た何かご意見等 があ れば

お願いしたいと思います。  

では，現地調査について何か説明があればお願いします。  

 

まずは，今い らっし ゃいます表参 道スク エアからご覧 いただ き

たいと思います 。そ の後，みはし通 り⇒ 宇都宮城址公園 ⇒オ リオ

ンスクエア（オリオン市民広場）の順に現地をご覧いただきます。

時間的都合もございますので，車での移動をお願いいたします。   

現地では下車いただき，状況をご覧いただきますが，予定では，

概ね１時間を予 定し ております。２ 階駐 車場に車を用意 して おり

ます。これから 担当 が誘導いたしま すの でよろしくお願 いい たし

ます。  
 

（現地視察）  
 
現地視察お疲 れ様で した。現地を ご覧い ただいて何か ご質問 等

ありましたらお願いします。  

 
公共サインの整備について，城址公園に設置したのですか。  

 

地区内におい て，市 役所，オリオ ンスク エア内等，１ ４箇所 に

設置しました。 資料 の中にあります ，整 備方針概要図の 中に ，ピ

ンク色の三角で 示さ れている地点で す。 方向サインの矢 羽根 サイ

ンは主要な交差点に設置しました。  

 
先日，通行量 調査の 結果が新聞で 報道さ れましたが， 国から ，
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交付金が交付されることはありがたいが，一般商店サイドからは，

交付金の効果が なく ，交付金の使い 方を 考えた方がよい と言 われ

ている。効果の ある 具体的な策はな い。 行政による整備 はよ くや

っていると常々考えているが，整備の効果が出ていない。  

 

中心市街地の 活性化 は市で整備す るもの と商店街が頑 張って い

くものとは別ですが，この議論は大いに行っていただきたい。  
 
通行量調査に ついて ，目標値の１ 日当た り１６，００ ０人と ，

新聞報道との関係は。  
 
事後評価を行 う上で ，平成２１年 度にお ける推計値と いうこ と

であり，今回新 聞で 報道された通行 量調 査ではオリオン 通り での

観測地点数が異なっています。この評価では，３地点の合計です。 

最終的には，フォローアップで平成２２年度に確定します。  

 

冒頭，まちづ くり交 付金制度の概 要を説 明いただいて ，この 評

価制度に義務付 けら れていないこと です が，事業費４８ 億円 に対

して目立った効 果が ないことは確か であ るが，事業評価 をす る中

では，今後，ど のよ うにまちづくり を行 うか，整備計画 書が どの

ように作られた か不 明ですが，遡っ て， 計画を含めた評 価が 必要

であると思う。  

 
この評価システムでは５年前に計画書を作成し，目標を設定し，

その結果がどう なっ たかを評価する こと となっており， この よう

に時代の変化が 激し い時，評価する こと 自体，日本全国 困っ てい

るのではないかと思うが，評価の最後の，「今後のまちづくりの方

策」に反映する よう な評価をしてい くべ きであると思う 。次 回，

「今後のまちづ くり の方策」につい て入 江委員や三橋委 員の ご意

見に対するものを用意して，考え方を整理していただきたい。  
 
評価の数値の 単位が 事業所数や従 業者数 など数値で規 定して い

る評価であるの で， あまり効果が出 てい ない状況になっ てい るも

のと思いますが ，目 標の達成状況で は， 指標において減 少が 穏や

かとの結果であり，居住志向においては，10％から 20％へ向上し

たことは大きい 効果 と思う。実際に まち の中に人はいな くな って

いるが，まちの 中に 住みたい気持ち や， まちの利便性が 高く なっ

ているという気持ちはあると思う。  

城址公園の利 用にお いては，利用 者が増 加しているの に，評 価

されないことは 残念 である。また， 公園 で説明がありま した が，

ボランティア活 動拠 点としての場所 が提 供できているこ とや ，犬

の散歩やジョギ ング の人のコミュニ ティ の確保ができて いる 。緑

地の方は山とな って おり，大きな古 木が あり，子供たち の遊 び場

になっていて， まち の中であれだけ の空 間ができたこと は評 価で

きないのですね。  
 
評価は数値だ けでは なくて，まち の課題 の変化が現れ ている と

いったことをま ちづ くりの方策とし て記 載することがで きる ので

はないか。  
 
指標に現れないものにつきまして，ご意見いただきました効果，
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和 田 委 員和 田 委 員和 田 委 員和 田 委 員     

    

    

田 辺田 辺田 辺田 辺 幹 事幹 事幹 事幹 事     

    

    

    

入 江 委 員入 江 委 員入 江 委 員入 江 委 員     

    

    

    

山 島 委 員 長山 島 委 員 長山 島 委 員 長山 島 委 員 長     

    

    

歴史的な学習機 会， 機運の醸成，小 学生 ，子どもに対す る人 づく

りなど具体的に 数値 化できないもの を強 化していき，イ ベン トの

実施などソフト 事業 を活用していく こと により，今後の まち づく

りにつながるような前向きな指標で考えていきます。  
 

現地を歩きな がら話 をしてきたが ，中心 市街地が活性 化して い

るかは歩行者の 通行 量が増え，お店 の売 上げも増えてい くこ とが

一つの目安になると思っている。大規模店舗が郊外へ移転する中，

百貨店は別とし て， 中心市街地の販 売額 ，売上額の変化 はど うな

っているか。  

 

この評価にお いて， 個々の事業効 果が出 せないなど， 国に提 出

する評価シート に合 わせて地区の評 価を 行うにあたり， その とお

りに評価して， その 結果として効果 がで ないからといっ て， まち

づくり交付金の 本来 の目的に対して 合っ ているかどうか ，国 土交

通省にも検証し ても らいたい。費用 対効 果といった観点 から 見る

と，本来まちづ くり 交付金を活用す べき 地区の評価が低 くな り，

予算の観点から 見る と，他の十数億 円の 事業に，公共事 業を やら

ない方向に動く はず であり，国土交 通省 にとってはあま り望 まし

いことではない と思 う。まちづくり 交付 金制度で第三者 機関 によ

り審議したこと によ って何が問題で あっ たかということ を別 の問

題として議論し ては いけないのでし ょう か。この評価制 度に 基づ

いて，評価して いく だけではなく， さら に加えていかな いと 効果

がでないと思う 。評 価システムとし ての 提案を行ったほ うが よい

と思う。  
 
この評価の目 的は， 成果の分析を 今後に 活かす，住民 に分か り

やすく説明する とい った目的を持っ てお りますが，中央 地区 に限

っては中心市街 地と いう拠点をつく る大 目標であり，そ の分 析手

法はまだ未熟で学術研究分野でもあるので，通常，B／ C の費用対

効果のような数値 化 が確立されていな い 。例えば「ゆとり」，「潤

い」等をどのように指標化するのか難しい。  

 

委員会で出た 意見を 別のシートに 記載し て国に提出で きない の

か。  
 

事業費の金額 だけを とって評価し てしま うと，その事 業問題 の

ある評価となると思う。  

 

委員会でのご 意見は 別途様式で国 に提出 することがで きます 。

また，先ほどあ りま した数値に現れ ない 文化的な効果で すと か，

活性化の兆しなども国に提出することができます。  
 
委員会の意見 として ，次回の交付 金の採 択されやすい ような 肯

定的なものであ る意 見を出して，次 の事 業につなげた方 がよ いと

思う。  
 
ほかにご質問等はありませんか。  

それでは以上で本日の議事を終了します。  
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＜＜＜＜６６６６．．．．そのそのそのその他他他他 ＞＞＞＞    

山 島 委 員 長山 島 委 員 長山 島 委 員 長山 島 委 員 長  

       

  

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局  

 

 

    

    

    

    

＜＜＜＜７７７７．．．．閉閉閉閉     会会会会 ＞＞＞＞ 

     山 島 委 員 長山 島 委 員 長山 島 委 員 長山 島 委 員 長     

 

    

各 幹 事各 幹 事各 幹 事各 幹 事     

 

続きまして「 その他 」の事項に移 ります 。事務局から 何かあ り

ますか。  

 

今回の第１回 の評価 委員会におい ては， 事後評価を行 う宇都 宮

中央地区の計画 概要 などをご覧いた だき ましたが，次回 の第 ２回

の評価委員会に おい ては，事後評価 原案 のご審議をいた だき ます

のでよろしくお願いいたします。  

次回は１１月２０日（金曜日），市役所本庁舎１４階の１４ D 会

議室で午後１時 ３０ 分から行います ので よろしくお願い いた しま

す。  
 

これを持ちま して， 第１回宇都宮 市まち づくり交付金 評価委 員

会を閉会いたします。長時間のご審議ありがとうございました。  
 

ご審議ありがとうございました。  
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